
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  店舗兼住宅を配偶者に贈与した場合             

Ｑ：店舗兼住宅を配偶者に贈与した場合に

は、贈与税の配偶者控除はどのように取り扱

われますか？                                       

                                             

Ａ：住宅部分を優先的に贈与したものとし

て取り扱われます。 

【解説】 

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年

以上である配偶者から、贈与により国内にあ

る居住用不動産を取得した場合において、そ

の居住用不動産をその取得の日の属する年の

翌年３月15日までにその者の居住の用に供し、

その後も引き続き居住の用に供する見込みで

あるときは、最高2,000万円までが非課税とな

る制度です。 

この制度の対象となる不動産は、国内にあ

る専ら居住の用に供する土地等(借地権を含

む)又は家屋ですが、店舗兼住宅及びその店舗

兼住宅の敷地の用に供されている土地等のよ

うに、その専ら居住の用に供している部分と

居住の用以外の用に供されている部分がある

場合におけるその居住の用に供している部分

の土地等及び家屋についても居住用不動産に

該当するものとして取り扱われています。な

お、この場合、その居住の用に供している部

分の面積が、その土地等又は家屋の面積のそ

れぞれのおおむね10分の9以上であるときは、

その土地等又は家屋の全部を居住用不動産に

該当するものとして取り扱われることとなっ

ています。 
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